
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
穂木が摺動自在に乗せられる摺動面を有する乗せ台、前記摺動面上に乗せられた穂木を上
から押圧しながらその長さ方向に沿って摺動させる手押しスライダ、及び、前記穂木の摺
動方向とは反対方向に傾斜せしめられるとともに、その刃の部分を前記摺動面より上側に
突出させた状態で配設された固定刃物を有する、穂木切削用の接ぎ木器具。
【請求項２】
穂木の切削長さを調節するための切削長さ調節手段が設けられていることを特徴とする請
求項１に記載の接ぎ木器具。
【請求項３】
前記手押しスライダに、穂木における切削されるべき部分を突出させた状態でその大半を
収容する収容溝が形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の接ぎ木器具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、根を持つ台木に枝や芽等からなる穂木（接ぎ穂）をつぎ合わせて増殖する接ぎ
木操作に使用する接ぎ木器具に係り、特に、切り接ぎ法で使用するのに好適な穂木切削用
の接ぎ木器具に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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果樹栽培において接ぎ木技術は必須である。その栽培現場では、数多くの品種更新や苗木
生産に関わる場面があり、経営的にも、また試験研究の場面でも優良供試樹を多量に増殖
する必要がある。
かかる優良品種の増殖にあたっては、果樹の場合には栄養繁殖法により増殖する必要があ
る。この栄養繁殖法には、接ぎ木法や挿し木法があるが、果樹の場合、ブドウなどの一部
の樹種を除けば、挿し木繁殖が難しく、それが容易なブドウですらフィロキセラ抵抗性の
見地からもっぱらその増殖は接ぎ木法に頼っているのが現状である。
この接ぎ木法には種々の方法があるが、苗木生産や品種更新で用いられる接ぎ木法として
は、切り接ぎ法が主体であり、一部、割り接ぎ法、剥ぎ接ぎ法、腹接ぎ法なども利用され
る。
【０００３】
ここで、前記切り接ぎ法による接ぎ木操作を図１２～図１５を参照しながら簡単に説明す
る。切り接ぎ法による接ぎ木には、根１１を持つ台木１０を掘り上げて行う揚げ接ぎとす
え置きのまま行う居接ぎの二通りあり、いずれの場合も、台木１０を適当な長さ（例えば
５～１０ｃｍ程度）に切断してそれ以上伸長している部分を取り除き、通常は、上面から
見て外周部（皮層部１３）から木質部１２に少しかかるところを、切り込み位置として、
切り出しナイフ１００を最初は斜めにあてがって押し下げ、所定の深さに達するまでに徐
々にナイフ１００の刃の部分１００ａを水平にするように回動させながら切り下げ、刃元
１００ａが所定の深さに達する時点ではナイフが略水平になるように操作する（図１２）
。また、台木１０につぎ合わせる穂木としては、図１５に示される如くに、好ましくは、
芽２１、２１を持つ枝を適当な長さに切り取ったものを使用し、その穂木２０の基部（下
部）の一面側外周部（皮層部２３）を木質部２２に少しかかるように、前記台木１０の切
り下げ長さに準ずる長さにナイフで削り取り（削り面２５）、その背面側を斜めに切り落
とし（削り面２６）、下端２７が略水平になるようにしておく。そして、図１３に示され
る如くに、台木１０の切削面１５と切り離された舌状部１６との間に、前記穂木２０を挿
入し、互いの形成層を合わせた状態（図１４）にし、この状態でそれらの外周を接ぎ木用
ビニールテープ等で巻縛する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
前記のようにして行う一連の接ぎ木操作において、台木１０及び穂木２０の削り面１５、
２５は、所要の寸法に切削することに加えて、できるだけ平滑に切削する必要がある。つ
まり、削り面１５、２５が所要の寸法になっていなかったり、波状等となって粗くなって
いると、台木１０と穂木２０とが適正に活着せず、養水分の補給が行われなくなり、穂木
２０が枯死する。
【０００５】
しかしながら、ナイフを用いて手作業で台木及び穂木を所要の寸法に平滑に切削するには
、習熟、熟練を要し、誰もが容易に行えるとはいえなかった。本発明は、上述の如くの問
題を解消すべくなされたもので、その目的とするところは、台木及び穂木を所要の寸法に
平滑に切削する操作を、誰もが習熟、熟練を要することなく、安全かつ容易に行うことが
できるようにした接ぎ木器具を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上述の目的を達成すべく、本発明に係る接ぎ木器具は、穂木切削用のもので、基本的には
、穂木が摺動自在に乗せられる摺動面を有する乗せ台、前記摺動面上に乗せられた穂木を
上から押圧しながらその長さ方向に沿って摺動させる手押しスライダ、及び、前記穂木の
摺動方向とは反対方向に傾斜せしめられるとともに、その刃の部分を前記摺動面より上側
に突出させた状態で配設された固定刃物を有する。
好ましい態様では、穂木の切削長さを調節するための切削長さ調節手段が設けられ、また
、前記手押しスライダに、穂木における切削されるべき部分を突出させた状態でその大半
を収容する収容溝が形成される。
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【０００７】
このような構成とされた穂木切削用の接ぎ木器具の好ましい態様においては、切り接ぎ法
による接ぎ木を行うにあたっては、穂木を手押しスライダに設けられた収容溝に、切削さ
れるべき部分を突出させた状態で収容して乗せ台上の所定位置に置く。この場合、穂木の
基端（下端側）は前記収容溝の後端に当て、削り開始部位（前記台木の切り下げ長さに準
ずる長さ位置）を前記固定刃物上に位置させる。この位置決めは、例えば、前記乗せ台を
基台に対して長手方向に移動可能に保持固定する構成の切削長さ調節手段を使用すれば簡
単に行える。そして、手押しスライダを上から押さえながら穂木の長さ方向に摺動させる
。これにより、穂木は、固定刃物により所定長さ分だけ削られる。この操作を必要に応じ
て複数回繰り返しておこなうことにより、前述した図１５に示される如くの削り面２５が
形成される。このようにされることにより、従来のように、ナイフを用いて手作業で行う
場合に比して、穂木切削作業を極めて簡単かつ迅速に行え、誰もが習熟、熟練を要するこ
となく、安全かつ容易に、穂木を所要の寸法に平滑に切削することが可能となる。
【０００８】
本発明に係る接ぎ木器具は、下記の台木切削用の接ぎ木器具と共に好適に用いることがで
きる。すなわち、台木切削用の接ぎ木器具は、基本的には、台木を保持する保持部材、台
木を切削するためのナイフ、及び、前記ナイフを垂直面に沿って移動させるための案内手
段を有する。
より具体的な好ましい態様では、台木を固定するための固定手段が設けられた保持部材、
この保持部材にその先端部が揺動可能に連結された台木切削用のナイフ、及び、前記ナイ
フの幅方向の移動及び振れを規制しつつ垂直面に沿って揺動させる案内手段を有する。
【０００９】
さらに好ましくは、前記保持部材に台木が遊挿される挿入穴又は溝が設けられるとともに
、前記挿入穴又は溝に挿入された台木をその壁面部に押圧して固定する固定手段としての
押圧固定具が設けられる。また、他の好ましい態様では、台木を所定の深さだけ切削でき
るように、前記ナイフの下方にストッパが配設される。
【００１０】
このような構成とされた台木切削用の接ぎ木器具の好ましい態様においては、切り接ぎ法
による接ぎ木を行うにあたっては、適当な長さに切断されている台木を保持部材に設けら
れた挿入穴又は溝に遊挿するとともに、押圧固定具により台木を所定位置にて壁面部に押
し付けるようにして固定し、また、必要に応じてストッパの位置を調節した後、台木の上
面から見て皮層部から木質部に少しかかるところを、切り込み位置として、ナイフを最初
は斜めにあてがって押し下げ、所定の深さに達するまでに徐々にナイフの刃元を水平にす
るように回動させながら切り下げ、刃元が所定の深さ（ストッパに当たる位置）に達する
時点ではナイフが略水平になるように操作する。
【００１１】
この場合、前記ナイフは、好ましい態様では、保持部材にその先端部が揺動可能に連結さ
れるとともに、案内手段によってその幅方向の移動及び振れを規制されながら垂直面に沿
って揺動せしめられ、しかも、所定深さまで切り下げたときにはストッパにより止められ
るので、従来のように、ナイフを用いて手作業で行う場合に比して、台木切削作業を極め
て簡単かつ迅速に行え、誰もが習熟、熟練を要することなく、安全かつ容易に、台木を所
要の寸法に平滑に切削することが可能となる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。最初に、本発明に係る穂木
切削用の接ぎ木器具と共に好適に用いることができる台木切削用の接ぎ木器具を説明する
。図１～図３は、上記台木切削用の接ぎ木器具の一実施形態を示している。図示実施形態
の台木切削用の接ぎ木器具３０は、切り接ぎ法のうちの、根１１を持つ台木１０を掘り上
げて行う揚げ接ぎに使用するもので、基台部３３と、この基台部３３における開口３５付
きの中央凹部３４に嵌着された、台木１０を保持する直方体状の保持部材３１と、台木１
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０を切削するためのナイフ４０と、を備えている。前記保持部材３１は、左保持体３１Ａ
と右保持体３１Ｂの二分割構成となっており、それらの上部間には、前記ナイフ４０が挿
入される間隙３２が形成されている。
【００１３】
前記ナイフ４０は、その先端部が前記左保持体３１Ａにレバー４２を介して揺動可能に連
結されている。前記レバー４２は、一端部が、前記左保持体３１Ａに立設された鍔状部付
きピン軸４４に軸支され、他端部にピン軸４５が固着されており、このピン軸４５に前記
レバー４０の先端部が軸支されている。前記ピン軸４５の先端には前記ナイフ４０の振れ
止め板４９が固着されている。前記左保持体３１Ａ及び右保持体３１Ｂ、並びに、前記レ
バー４２、ピン軸４４、４５、及び振れ止め板４９は、前記ナイフ４０の幅方向の移動及
び振れを規制しつつ垂直面に沿って揺動させる案内手段を構成している。
【００１４】
また、前記保持部材３１には、前記左保持体３１Ａ側に偏って、台木１０が遊挿される断
面円形の挿入穴３１ａ（上部は断面半円形の溝）が縦方向に貫設され、また、基台３３の
正面側には、取り付け部材３６が配設され、この取り付け部材３６に、前記挿入穴３１ａ
に挿入された台木１０をその壁面部に押圧して固定する固定手段として蝶ねじ等からなる
押圧固定具３７が螺合せしめられている。
【００１５】
さらに、前記挿入穴３１ａに挿入され、好ましくは前記押圧固定具３７により押圧固定さ
れた台木１０を所定の深さだけ切削できるように、前記ナイフ４０の下方に矩形板状のゴ
ム製のストッパ４６が配設されている。このストッパ４６には、高さ調節に供する左右一
対の長穴４８、４８が形成され、この長穴４８、４８に通された止めねじ４７、４７によ
り、該ストッパ４６は前記保持部材３１の正面部の所定高さ位置に押圧固定されている。
【００１６】
このような構成とされた本実施形態の台木切削用の接ぎ木器具３０を用いて、切り接ぎ法
による接ぎ木を行うにあたっては、適当な長さに切断されている台木１０を保持部材３１
に設けられた挿入穴３１ａに下から遊挿するとともに、押圧固定具３７により台木１０を
所定位置にて壁面部に押し付けるようにして固定し、また、必要に応じてストッパ４６の
位置を調節した後、図２に示される如くに、器具３０全体を作業台Ｔに据え付ける。
【００１７】
なお、押圧固定具３７は省略することもでき、その場合には、作業者が手作業によりある
いは適宜の手段により、挿入穴３１ａに挿入された台木１０をその壁面部に押圧すればよ
く、作業が迅速化する利点がある。また、押圧固定具３７を備える場合であっても、それ
を使用せずに、作業者が手作業によって押圧することもできる。図示しないが、押圧固定
具３７を省略する場合には、基台部３３に前記間隙３２に達する開放縦溝を形成しておく
ことも可能であり、その場合に、前記ストッパ４６を取り外しておくことにより、作業者
は、接ぎ木器具３０を台木１０に対して上から挿入するのではなく、前記開放縦溝を通し
て側方から差し込み、それにより、台木１０を所定位置にて壁面部に押し付けるようにす
ることもできる。それにより、接ぎ木器具３０の台木１０への位置決め作業は容易化する
。その際に、後に図４～図６に示す実施態様で説明する緊締バンド５６のような簡易押圧
固定具を併用するようにしてもよい。
【００１８】
続いて、図１３に示すように、台木１０の上面から見て皮層部１３から木質部１２に少し
かかるところを切り込み位置として（前記のようにして台木１０を押圧固定するとき位置
調節を行う）、ナイフ４０を最初は斜めにあてがって押し下げ、所定の深さに達するまで
に徐々にナイフ４０の刃の部分４０ａを水平にするように回動させながら切り下げ、刃の
部分が所定の深さ（ストッパ４６の上端に当たる位置）に達する時点ではナイフが略水平
になるように操作する。
【００１９】
この場合、前記ナイフ４０は、保持部材３１にその先端部が揺動可能に連結されるととも
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に、両保持体３１Ａ、３１Ｂ、レバー４２、振れ止め板４９等からなる案内手段によって
その幅方向の移動及び振れを規制されながら垂直面に沿って揺動せしめられ、しかも、所
定深さまで切り下げたときにはストッパ４６により止められるので、従来のように、ナイ
フを用いて手作業で行う場合に比して、台木切削作業を極めて簡単かつ迅速に行え、誰も
が習熟、熟練を要することなく、安全かつ容易に、台木を所要の寸法に平滑に切削するこ
とが可能となる。
【００２０】
図４～図６は、台木切削用の接ぎ木器具の他の実施形態を示している。図示実施形態の台
木切削用の接ぎ木器具５０は、切り接ぎ法のうちの、台木１０を据え置いたまま行う居接
ぎに使用するもので、左保持体５１Ａと右保持体５１Ｂとを合体した二分割構成の保持部
材５１と、台木１０を切削するためのナイフ４０と、を備え、左保持体５１Ａと右保持体
５１Ｂの上部間には、前記ナイフ４０が挿入される間隙５２が形成されている。
【００２１】
前記ナイフ４０は、前記した揚げ接ぎ用の実施形態と同様に、その先端部が前記左保持体
５１Ａにレバー４２を介して揺動可能に連結されている。前記レバー４２は、一端部が、
前記左保持体５１Ａに立設された鍔状部付きピン軸４４に軸支され、他端部にピン軸４５
が固着されており、このピン軸４５に前記レバー４０の先端部が軸支されている。前記ピ
ン軸４５の先端には前記ナイフ４０の振れ止め板４９が固着されている。前記左保持体５
１Ａ及び右保持体５１Ｂ、並びに、前記レバー４２、ピン軸４４、４５、及び振れ止め板
４９は、前記ナイフ４０の幅方向の移動及び振れを規制しつつ垂直面に沿って揺動させる
案内手段を構成している。
【００２２】
また、前記保持部材５１には、前記左保持体５１Ａ側に偏って、台木１０が遊挿される断
面円形の挿入穴５１ａ（上部は断面半円形の溝）が縦方向に貫設され、また、保持部材５
１の正面側下部には、前記挿入穴５１ａに挿入された台木１０を壁面側に押圧して固定す
るための緊締バンド５６が掛け回されるとともに、バンド掛け回し用の切欠開口６６が形
成されている。前記緊締バンド５６は、ゴムバンドからなっており、一端部が左保持体５
１Ａの左側面にビス５７、５７で固定され、右保持体５１Ｂの右側面に、緊締バンド５６
の他端に取り付けられたＵ字状掛止具５６ａを掛止する係止ピン５８が植設されている。
【００２３】
さらに、前記挿入穴５１ａに挿入されて前記緊締バンド５６により固定された台木１０を
所定の深さだけ切削できるように、前記保持部材５１の正面側内部における前記ナイフ４
０下方に形成された断面矩形の穴６３に、直方体状のストッパ６１が上下方向に移動可能
に配置されている。このストッパ６１は、常時コイルばね６２により上方に付勢されてお
り、前記ナイフ４０が台木１０を切り下げたとき、ナイフ４０を受け止めつつ過剰に下降
するのを防止するようになっている。
【００２４】
このような構成とされた本実施形態の台木切削用の接ぎ木器具５０を用いて、居接ぎを行
うにあたっては、植え込まれているままの台木１０の上から保持部材５１に設けられた挿
入穴５１ａを外挿するとともに、地表面Ｇから所定の高さのところで、緊締バンド５６を
台木１０に掛け回して引っ張るようにして、その一端側のＵ字状掛止具５６ａを係止ピン
５８に引っ掛けることにより、台木１０を所定位置にて壁面部に押し付けるようにして固
定する。図示しないが、接ぎ木器具５０の下面に、固定脚あるいは伸縮自在の脚を固定的
にあるいは着脱自在な態様で取り付けるようにしてもよく、それにより、前記固定作業及
びその後の切り込み作業を安定化することができる。
【００２５】
続いて、図１～図３の装置で説明したと同様にして、台木１０の上面から見て皮層部１３
から木質部１２に少しかかるところを切り込み位置として、台木１０に対してナイフ４０
を最初は斜めにあてがって押し下げ、所定の深さに達するまでに徐々にナイフ４０の刃の
部分４０ａを水平にするように回動させながら切り下げ、刃の部分が所定の深さ（ストッ
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パ５６を多少押し下げた位置）に達する時点ではナイフが略水平になるように操作する。
【００２６】
この場合も、前記ナイフ４０は、保持部材５１にその先端部が揺動可能に連結されるとと
もに、両保持体５１Ａ、５１Ｂ、レバー４２、振れ止め板４９等からなる案内手段によっ
てその幅方向の移動及び振れを規制されながら垂直面に沿って揺動せしめられ、しかも、
所定深さまで切り下げたときにはストッパ５６により止められるので、従来のように、ナ
イフを用いて手作業で行う場合に比して、台木切削作業を極めて簡単かつ迅速に行え、誰
もが習熟、熟練を要することなく、安全かつ容易に、台木を所要の寸法に平滑に切削する
ことが可能となる。
【００２７】
次に、上記した台木切削用の接ぎ木器具と共に好適に用いられる、本発明に係る穂木切削
用の接ぎ木器具の一実施形態を、図７～図１１を参照しながら説明する。図示実施形態の
穂木切削用の接ぎ木器具７０は、切り接ぎ用に穂木２０を切削するためのもので、基台７
１と、この基台７１上に固定される傾斜面部７２Ａが設けられた乗せ台７２と、この乗せ
台７２の摺動面７２ａ（傾斜面部７２Ａを含む上面全部）上に乗せられる穂木２０を上か
ら押圧しながらその長さ方向（ここでは図８、図９において右から左）に沿って摺動させ
る手押しスライダ７３、及び、前記穂木２０の摺動方向とは反対方向に傾斜せしめられる
とともに、その刃の部分９０ａを前記摺動面７２ａより上側に所定長だけ突出させた状態
で固定ロッド９２により前記乗せ台７２内部の、上面が刃先突出口７２ｂとなっている取
付室７２Ｂに配設固定された固定刃物９０を有する。
【００２８】
前記乗せ台７２は、前記基台７１上に移動可能に載置されており、切削長さ調節手段を構
成するアーチ状押し付け部材７６により基台７１に押し付け固定されている。すなわち、
前記アーチ状押し付け部材７６は、図１０に示される如くに、その両端上方から前記基台
７１にねじ込まれる締め付けボルト７７、７７により基台７１に固定されており、前記乗
せ台７２は、前記締め付けボルト７７、７７を緩めて前記アーチ状押し付け部材７６を浮
かせるようにすれば、基台７１上を長手方向に移動させることができ、前記締め付けボル
ト７７、７７を締め付けることで、前記基台７１の任意の位置にて保持固定されるように
なっている。
【００２９】
前記手押しスライダ７３は、上片部７３ａ及びその両端から垂直に立ち下がる横片部７３
ｂ、７３ｂからなる、乗せ台７２に跨乗せしめられる横倒しコ字形構造になっており、前
記上片部７３ａ上にはノブ７４が設けられ、前記上片部７３ａの下面側中央には、穂木２
０における切削されるべき部分を下方突出させた状態でその大半を収容する断面矩形で前
面と下面とが開口した収容溝７５が形成されている。
【００３０】
このような構成とされた穂木切削用の接ぎ木器具７０においては、切り接ぎ法による接ぎ
木を行うにあたっては、穂木２０を手押しスライダ７３に設けられた収容溝７５に、切削
されるべき部分を突出させた状態で収容して乗せ台７２上に置く（図８、図１１参照）。
この場合、穂木２０の基端（下端側）は前記収容溝７５の後端７５ａに当て、削り開始部
位（前記台木の切り下げ長さに準ずる長さ位置）を前記固定刃物９０の刃の部分９０ａ上
に位置させる。この位置決めは、前記したように乗せ台７２をアーチ状押し付け部材７６
に対して長手方向に移動させて調節し、切削開始時に手押しスライダ７３の後端をアーチ
状押し付け部材７６に当接させればよい。そして、手押しスライダ７３を上から押さえな
がら穂木２０の長さ方向に摺動させる。これにより、穂木２０は、固定刃物９０により所
定長さ分だけ削られる（図９に削り屑２０ｋが示されている）。この操作を必要に応じて
複数回繰り返しておこなうことにより、前述した図１５に示される如くの削り面２５が形
成される。
【００３１】
このようにされることにより、従来のように、ナイフを用いて手作業で行う場合に比して
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、穂木切削作業を極めて簡単かつ迅速に行え、誰もが習熟、熟練を要することなく、安全
かつ容易に、穂木を所要の寸法に平滑に切削することが可能となる。上記のようにして台
木１０及び穂木２０の切削作業を行った後は、前述した図１３に示される如くに、台木１
０の切削面１５と切り離された舌状部１６との間に、前記穂木２０を挿入し、互いの形成
層を合わせた状態（図１４）にし、この状態でそれらの外周を接ぎ木用ビニールテープ等
で巻縛する。なお、実際に接ぎ木作業を行う場合は、前記した台木１０の切削を行う人と
穂木２０の切削及び挿入巻縛を行う人の二人一組で行うことで能率的となる。
【００３２】
【発明の効果】
以上の説明から理解されるように、本発明に係る接ぎ木器具によれば、台木及び穂木を所
要の寸法に平滑に切削する操作を、誰もが習熟、熟練を要することなく、安全かつ容易に
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】台木切削用の接ぎ木器具の一実施形態（揚げ接ぎ用）を示す全体斜視図。
【図２】図１に示される接ぎ木器具の部分切欠側面図。
【図３】図１に示される接ぎ木器具のＩＩＩ－ＩＩＩ矢視線に従う水平断面図。
【図４】台木切削用の接ぎ木器具の他の実施形態（居接ぎ用）を示す全体斜視図。
【図５】図４に示される接ぎ木器具の部分切欠側面図。
【図６】図４に示される接ぎ木器具の部分切欠平面図。
【図７】本発明に係る穂木切削用の接ぎ木器具の一実施形態を示す全体斜視図。
【図８】図７に示される接ぎ木器具の横方向中央断面図。
【図９】図７に示される接ぎ木器具の操作説明に供される横方向中央断面図。
【図１０】図８のＡ－Ａ矢視線に従う断面図。
【図１１】図８のＢ－Ｂ矢視線に従う断面図。
【図１２】台木を切り接ぎ用に切削する場合のナイフ操作の説明に供される図。
【図１３】切り接ぎ法による接ぎ木操作の説明に供される図。
【図１４】切り接ぎ法による接ぎ木における台木と穂木の位置関係を示す水平断面図。
【図１５】穂木を切り接ぎ用に切削する場合の削り面の説明に供される図。
【符号の説明】
１０　　　　台木
１１　　　　根
２０　　　　穂木
２１　　　　芽
３０　　　　台木切削用の接ぎ木器具
４０　　　　ナイフ
３１　　　　保持部材
３１ａ　　　挿入穴
３７　　　　押圧固定具
４２　　　　レバー
４６　　　　ストッパ
５０　　　　台木切削用の接ぎ木器具
５１　　　　保持部材
５１ａ　　　挿入穴
５６　　　　緊締バンド
６１　　　　ストッパ
７０　　　　穂木切削用の接ぎ木器具
７１　　　　基台
７２　　　　乗せ台
７３　　　　手押しスライダ
７５　　　　収容溝
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７６　　　　アーチ状押し付け部材
９０　　　　固定刃物

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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